
 

                            

                       

ご挨拶 

校長 百瀨 幸徳 

磯辺中の保護者の皆様、こんにちは。日頃より本校の教育活動にご理解ご協力いただいておりますこと

に感謝申し上げます。今年度は１年生１４４名、２年生１３７名、３年生１６０名の全校生徒４４１名、

教職員３０名でスタートいたしました。 

毎朝の校門で、元気な生徒たちとあいさつを交わし、活力をもらっています。私は、学生の頃より４０

年以上ずっと柔道を続けてきました。そんな自分の座右の銘は、「文武両道」「凡事徹底」です。生徒たち

には、最初のあいさつで、この「凡事徹底」を分かりやすく「ＡＢＣＤの法則」と説明しました。Ａ 当

たり前のことを Ｂ 馬鹿にしないで Ｃ ちゃんとやり Ｄ できる人になる。凡事徹底をしたうえで、

勉強に、スポーツやクラブ活動等に思いきり取り組むことができる、そういう生徒を一人でも多く、育て

ていきたいと思っています。思春期の多感なこの生徒たちを育てていくためには、保護者の皆様、地域の

皆様のご理解、ご協力が不可欠です。今年度も、何卒、お力添えのほど、よろしくお願いいたします。 

 

 

【学年外】 

校 長  技能員  

教 頭  学校図書館指導員  

教務主任  給食非常勤  

養護教諭  給食非常勤  

講師  ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ  

主 事  ICT支援員  

【学年職員】 

学級等 １年 ２年 ３年 

学年主任    

Ａ 組    

Ｂ 組    

Ｃ 組    

Ｄ 組    

Ｅ 組    

副担任    

副担任    

〇学年副主任 

育児休業    

 

 

 

スクールカウンセラーの勤務日をお知らせします。相談をしたい生徒または保護者の方は、学級担任ま

たは教頭まで予約の連絡をください。                （磯辺中学校 ２７９－２８９１） 

〇４月 ２５日（火）１０：００～１６：００     

〇５月  ２日（火）１０：００～１６：００ １６日（火）８：３０～１４：３０ 

    ２３日（火）１０：００～１６：００    

磯 辺 中 学校だより 第 1号 

スクールカウンセラーの勤務 

職員紹介 

千葉市立磯辺中学校 

令和５年４月２１日 



 

 

 

 

【遅刻・欠席等の連絡について】 

 保護者の皆様には、学校・家庭連絡システム「すぐーる」のご登録のご協力をいただき、ありがとうご

ざいます。まだ登録をされていないご家庭の方は、ご登録いただきますようお願いします。 

お子様の遅刻、欠席等の連絡につきましては、以下の２つの方法で行えますのでご確認ください。 

① 電 話   …当日７：３０～７：５０ 

②「すぐーる」…当日７：５５まで 

また、８：００を過ぎた場合の遅刻・欠席・早退は電話で連絡をしてください。 

 

 

【学校への問い合わせ・電話について】 

 千葉市教育委員会では、教職員が健康で明るく元気に子供たちに寄り添えるよう、超過勤務を縮減する

などの取組を進めることが重要と捉えており、その取組の一つとして、各学校における電話対応の時間を

下記のとおりとします。ご理解ご協力をお願いいたします。 

 ＊学校への問い合わせ（来校・電話）は基本的に勤務時間（8：00～16：30）にお願いします。 

 ＊緊急時（欠席連絡等）や相談（いじめ・進路等）がある時の電話は、7：30～19：00が原則です。 

 ＊上記以外の時間と土日祝日や休校日には、自動応答電話装置で対応させていただきます。 

   ・自動応答電話装置の対応日時（千葉市の原則時間）平日 19：00～7：30、土日祝日・休校日 

 

 

【新型コロナウイルスに係る対応について】 

  これまで新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、同居家族に未診断の体調不良が見られた場合、 

「自宅待機し、健康観察を依頼（出席停止）」としておりましたが、新規感染者数が減少傾向にあることか

ら、同居家族に未診断の体調不良が見られていても、生徒本人の体調が良好な場合は、登校を控える必要

はありません。 

 なお、同居家族に未診断の発熱等の体調不良があり、保護者の判断で自宅待機し、健康観察を行う場合

は、これまでと同様に出席停止の措置をとります。 

 また、令和３年２月より学校から新型コロナウイルス感染症の状況をすぐーるでお伝えしてきましたが、 

現在学校での陽性者が減少していることから、学校からのお知らせを終了することとしました。令和５年 

４月１日（土）から、マスクの着用については、一律の着用は求めず、個人的な選択を尊重し、個人の

判断に委ねることになっております。 

 引き続き、感染予防に関する取組をお願いいたします。 

 

【学校における合理的配慮の提供について】 

 平成 28年４月１日から公立学校において、合理的配慮の提供が義務となっております。合理的配慮は子

どもにあった必要かつ適当な変更及び調整で、特定の場面において必要とされ、過度の負担を課さないも

のです。学校に合理的配慮の提供を求める場合には、学校に申し出てください。 

 

 

 

 

 

                 

連絡・お願い 


